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 小型家電や衣類回収などごみの減量化のための分別の徹底、リサイクルの促進に

努めていますが、ごみの排出量が微増傾向を続けています。なお、ごみ処理につい

ては、中空知衛生施設組合で広域的に進めています。 

危険空き家対策については、平成25年度に条例を制定し、危険空き家の状況の把

握や適正管理に係る指導をしています。 

 【ごみ排出量の推移】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●ごみの減量化や再資源化を進める必要があります。また、プラスチックごみなど

新たな処理体制の整備と施設の更新が必要となっていることから構成市町と協議

のうえ、検討が必要となっています。 

●依然として、ごみのポイ捨てや不法投棄といった行為が見受けられることから、

これらの対策が必要となっています。 

●空き家対策審議会の意見を参考に適正管理の推進が必要不可欠となっています。 

 

 
 

 

 

 

 
  

政策１ 

（資料：住民課） 

現状 

課題 

町民・事業者・行政の適正な役割分担と連携により、地域の環境美化に努め

るとともに、資源・エネルギー使用の無駄を減らし、再生可能エネルギーの利

用を視野に入れた地球環境の保全に努めます。また、カーボンニュートラルの

実現に向け国の動向を把握し、状況に即した対策を進めます。 

展開方針 

①環境保全・美化の推進 

②ごみの減量化・リサイクル等の促進 

実施する施策 

(t) (g/日) 

-26-



第３章 基本計画 住みやすい暮らしがある 

 

 
 
①環境保全・美化の推進 

 町民一人ひとりが主体的に地球温暖化の防止や資源保護の意識醸成による環境保

全を進めていくために、幅広い世代に対する環境学習に関する情報提供や環境学習

機会の提供、環境美化活動促進に向けた啓発及び支援を推進します。 

【役割分担】 

町民 町 

●環境学習に積極的に参加する。 

●地域の清掃活動に参加する。 

●所有地の適切な管理をする。 

●ごみのポイ捨てや不法投棄をしない。 

●環境学習に関する情報提供及び環境学

習を実施する。 

●環境美化活動促進に向けた啓発及び支

援を実施する。 

●空き家対策、不法投棄等の抑制措置に

よる生活環境の向上を図る。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

環境学習への延べ参加者数（人） 185人 255人 290人 325人 360人 395人 

自発的に地球温暖化対策を実践するきっかけづくりを推進し環境保全・美化の推進を図る

ため、環境学習への参加者数とします。 

団体による環境美化活動（ごみ拾い）

実施件数（件） 
27件 29件 30件 31件 32件 34件 

環境美化意識を醸成し、環境保全・美化の推進を図るため、団体による環境美化活動（ご

み拾い）実施件数とします。 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

実施する施策の内容 

子ども会リーダー研修会環境学習 
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②ごみの減量化、リサイクル等の促進 

 ごみの適正な分別に伴う、適正処理やリサイクルの推進を図るとともに、新たな

ごみの処理体制やごみ処理施設の更新等の検討を進め、ごみの減量化を図ります。 

【役割分担】 

町民 町 

●ごみの減量化・リサイクル等を実施す

る。 

●ごみのポイ捨てや不法投棄をしない。 

●ごみの減量化・リサイクル等に係る意

識啓発や事業を実施する。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

1人１日あたりのごみの排出量（資源

ごみを除く）（ｇ） 
636g 624g 618g 612g 606g 600g 

ごみの適正な分別・再資源化による焼却等、ごみの減量化の状況を把握し、ごみの減量化、

リサイクル等の促進を図るため、町民１人１日あたりのごみの排出量とします。 

ごみのリサイクル率（％） 44.4% 44.8% 45.0% 45.1% 45.3% 45.5% 

自主的な再資源化の取組を継続的に行い、大量消費・大量廃棄に支えられたライフスタイ

ルを見直し、ごみの減量化、リサイクル等の促進循環を図るため、ごみのリサイクル率と

します。 

 

 

 

 

  

実施する施策の内容 

リユースショップ 
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第３章 基本計画 住みやすい暮らしがある 

 

 

政策１  

●団体活動及び行事における環境学習の実施 

●団体が実施する環境美化活動への支援 

●空き家、空き地、不法投棄等のパトロールの実施 

●ごみの適正排出、減量化に係る意識啓発 

●ニーズに合ったごみ収集体制の構築 

●町行事と連携したリユースイベントの実施 

●地域資源回収事業の支援、協力及び実施 

●脱炭素に向けた新たなごみの処理体制の検討 

ごみ収集の様子 

町内団体によるボランティアごみ拾い 
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